


 

７川教総セ第１２２９号   
令和 ７年７月２４ 日  

各関係団体 御中 
川 崎 市 総 合 教 育 セ ン タ ー   
所 長   大 野 恵 美  

 
令和７年度平和教育映像教材等連絡調整会議に係る関係者の派遣について（依頼） 

  
時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。当総合教育センターの事業につきまして

は、格別の御理解とお力添えをいただき厚くお礼申し上げます。  
さて、川崎市では昭和５９年度より平和教育推進事業の一環として、平和教育問題等に関

する映像教材等を購入し、広く市民の利用を進めながら視聴覚ライブラリーの運営を行っ

ております。 
今年度も映像教材の購入にあたり、令和７年度平和教育映像教材等連絡調整会議を開催

し、選定候補教材をご視聴いただき出席者の皆様より専門的な見地からのご感想等を賜り

たいと考えております。 
つきましては、お忙しいところ恐れ入りますが、本会議の関係者として貴団体より会員１

名を派遣くださいますようお願いいたします。 
 

記 
 
１ 派遣依頼候補者 １名 
２ 添付書類 平和教育映像教材等選連絡調整会議 出席者派遣書 
３ 締め切り 令和７年８月１５日（金）までに情報・視聴覚センターまで返送願います。 

 
なお、会議は、令和７年１１月１４日（金）９：３０～ １６：００に川崎市総合教育セ

ンター第２研修室にて開催予定ですが、出席依頼文は後日改めて送付いたします。 
 
 
 
 
 
 
 

３１川教総セ第   号   
３１川教総セ第   号   

〒２１３－０００１ 
川崎市高津区溝口６－９－３ 
川崎市総合教育センター  
情報・視聴覚センター 永森 担当 
電話 ０４４－８４４－３７１２ 
FAX  ０４４－８４４－３６５１ 
mail  88zyojoc@city.kawasaki.jp 

資料１
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令和７年度平和教育映像教材等連絡調整会議職員推薦依頼団体・所属一覧 
 
 番 号 団 体 名 

①  川崎市地域女性連絡協議会 
②  川崎市教職員組合 
③  川崎市平和館 
④  多文化活動連絡協議会 
⑤  川崎市社会教育委員会議 
⑥  川崎市立小学校長会 
⑦  川崎市立中学校長会 
⑧  中原市民館社会教育振興担当 
⑨  教育政策室人権・多文化共生教育担当 
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次期教育プラン策定に向けた
キープロジェクトの検討

令和７年８月２９日
教育委員会事務局
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４ “ Key Project ”について

Project 4

 子どもだけでなく、大人にとっても、変化が激しく将来の予測が
困難な時代を心豊かに生きていくために、生涯を通じて学ぶこと

が大切です。さらに、個々の「学び」を社会に発揮することや、
「学び」を通じたつながりづくりによって、ウェルビーイング社
会の実現が期待されています。

 市民館や図書館を中心とした市域全体での「学び」の場づくり

や、地域教育会議や地域の寺子屋事業などの地域での教育活動
の推進を一層進めることで、より幅広い市民が学び、互いに

学び合いながら、緩やかなつながりが広がるよう検討していき

ます。

POINT 
１

POINT 
2

POINT 
3

《検討の視点》
生涯学習環境の充実による「学び」の推進

市域全体を学びの場と捉え、時間や場所にとらわれない「学び」の支援を推
進していきます。市民の学びの意欲が学習の実践につながるよう、「学び」の
内容、場所 、手法等、さまざまな「学び」から市民が選択でき、いつでも、ど
こでも「学び」に触れることができるような生涯学習環境の充実を図ります。

「学び合い」を通じた緩やかなつながり
個人の「学び」を社会に発揮する人づくりや、「学び合い」による緩やかな

つながりづくりを進めていきます。

学校と連携した教育活動
地域と学校が同じ教育理念を共有する「地域学校協働活動」を推進し、大人

と子どもが共に学び合う活動の充実を図ります。

第３章 次期プラン策定に向けた考え方 令和7年5月公表
「次期かわさき教育プランに向けた考え方」
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生涯を通じた「学び」と「学び合い」社会の実現

「考え方」で示した方向性

生涯学習環境の充実による「学び」の推進と、個々の「学び」を社会に発揮
できる機会を創出

概要

 子どもだけでなく大人にとっても、変化の激しく将来の予測が困難な時代を心豊かに
生きていくために、これまでの価値観や考え方に捉われず、生涯を通じて学び続けるこ
とが大切。

 個人の学びに加えて、異なる背景や立場の人たちが、多様な価値観をお互いに尊重し
合い、学び合うことによって、よりよい
社会づくりにつながる新しい考え方や価
値観を創造していくことが期待されている。

《プロジェクトの背景》

個々の「学び」
獲得的要素ともいえる
社会の土台となる活動

「学び」を社会に発揮
協調的要素ともいえる
「学び合い」の活動
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社会教育振興事業の実施状況

図書館における入館者数と貸出件数 地域教育コーディネーター委嘱状況
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Projectの課題

 生活スタイルや社会環境の変化、興味関心の多様化などにより、「学
び」に取り組む時間や場所も様々になっています。あわせて、コロナ禍以
降、地域活動の縮小や地域コミュニティの希薄化が加速しており、他者と
の関わり方についても大きな変化を迎えています。その影響もひとつの要
因となり、自身の「学び」を社会や地域に活かしたいと思う市民の数は減
少傾向にあります。

 また、社会教育と学校教育ではそれぞれが独自に活動を行うことが多く、
個人の「学び」を学校教育活動の充実や、学校教育と連動した社会教育活
動で発揮する機会も限られています。

 そのため、「学び」が、いつでも、どこでも、さまざまな形で取り組み
やすい生涯学習環境や、「学び合い」を発揮する機会に出会うための、緩
やかなつながりづくりを充実させていく必要があります。
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 生涯学習の充実による「学び」の推進
市域全体を学びの場と捉え、時間や場所に捉われない「学び」の支援を推進していきま

す。市民の学びの意欲が学習の実践につながるよう「学び」の内容・場所・手法等の様々
な「学び」から市民が選択できるような生涯学習環境の充実を図ります。

 「学び合い」を通じた緩やかなつながりづくり
個人の学びを、社会に発揮する機会につなげる取組を進め、活動したい個人と活躍の機会

のマッチングや、個人や団体同士による情報共有の場づくりなど個人や活動同士の緩やかな
つながりを広げます。

 学校と連携した教育活動
地域と学校が同じ想いを共有する学校運営協議会を推進する中で、個人の能力や経験を地

域学校協働活動につなげるプラットフォームの構築、社会教育の強みを生かした体験活動や
学習活動の充実を進め、子どもがいきいきと育つ環境づくりを進めます。

いつでも・どこでも・さまざまな“学び”に触れられるいつでも・どこでも・さまざまな“学び”に触れられる “学び”を活かして、さまざまな形で活躍できる“学び”を活かして、さまざまな形で活躍できる

市内の至る所で、生涯学習に触れる機会があ
ふれ、興味を惹かれる“学び”に出会い、生涯
を通じて自立し、学び続けることができる

市内の至る所で、生涯学習に触れる機会があ
ふれ、興味を惹かれる“学び”に出会い、生涯
を通じて自立し、学び続けることができる

“学び”を社会に発揮できる機会や、同じ想い
を持つ仲間と緩やかにつながることができる仕
組みがあり、楽しみながら貢献できる

“学び”を社会に発揮できる機会や、同じ想い
を持つ仲間と緩やかにつながることができる仕
組みがあり、楽しみながら貢献できる

〜実現に向けて〜

Projectの方向性

12



《主な取組》

取組１

取組概要

行きたくなる市民館・図書館に
市民が集う利用しやすい環境や、居心地の良い空間づくりを行うとともに、

様々な学びの充実を、指定管理者制度の導入による民間ノウハウを活用しな
がら進める。

市内全域を学びの場に

市民館・図書館等の施設から市内全域にアウトリーチし、身近な場所での
学びの場づくやまちの資源を生かした取組を進め、まちに飛び出す市民館 ・
図書館の推進を行う。

社会教育施設の施設整備
市民の生涯学習や地域活動の拠点として、資産保有の最適化を踏まえた社

会教育施設の長寿命化の推進や利用環境の向上など、市民の生涯学習環境の
充実を図る。あわせて、学校施設の更なる有効活用に向けた取組の推進する。
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《主な取組》

取組２

活躍の機会を創出

個々の「学び」を発揮できる機会を創出し、活動に関わる人同士の「学び
合い」につながる場や教育活動を行う団体同士の緩やかなつながりづくりの
場として展開する。
また、活動したい市民と活動をマッチングできる仕組みを構築するなど、

持続可能な活動として、さらなる充実は図る。

学校運営協議会と地域学校協働活動の一体的な推進

「地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」を、学
校教育と社会教育の両面から連動させて推進する。
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《参考：Project１と４の関連性》

さまざまな形で学校教育とも連携し、
いきいきと学ぶ姿を、子どもたちの

に︕

社会の変化に対応しながら
人材

【学校教育のフィールド】
Project １

Project ４
【社会教育のフィールド】

 Project１の探究的な学びの充実と、Project４の生涯を通じた「学び」と「学び合い」社会の
実現は、ともに自ら課題を発見し、課題解決に主体的に取り組むことや、他者と意見を交換し
たり、協働したりしながら新たな価値を創造していく活動です。

 これまで学校教育と社会教育はそれぞれ
独自の教育活動として展開することが多く、
協働して実施する場合も、一部の限られた
人材が、それぞれの活動に「協力する」と
いう形が多い状況でした。

 これからは、学校運営協議会などの場を
活用し、地域と学校が同じ想いを共有した
うえで、学校教育では「地域・社会の一員
としての参画につながる教育」を、社会教
育では「さまざまな形で学校教育とも連携
し、子どもたちのロールモデルとなるよう
な機会」を増やし、社会教育と学校教育の
垣根を低くしていきます。

社会教育と学校教育の
ボーダレス化！
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生涯学習の推進

社会教育振興事業

・市民館の順次指定管理者制度の導入（R7年度〜）
・コミュニティ創出やいこいの場としての魅力ある市民館づくりの実施
・出張型講座等の身近な場所での学びの場づくり
・多世代へ向けた様々な講座の実施

図書館運営事業

・一部図書館での指定管理者制度の導入（R7年度〜）
・居心地が良く使いやすい図書館づくり
・おはなし会やイベントなど本を通じた交流の場づくり
・電子図書館の充実や身近な場所での読書の場づくりなどの読書支援

社会教育施設の環境整備事業

・宮前市民館・図書館の鷺沼駅周辺への移転・整備に向けた取組の実施
・川崎市民館・労働会館の再編整備
・幸市民館・図書館改修工事の実施（R８〜９年度）

家庭教育支援事業

・市民館等における家庭教育に関する学習機会の提供
・PTAによる家庭教育学級への講師派遣と開催支援

文化財保存・活用事業

・「国史橘樹官衙遺跡群保存活用計画」等に基づく史跡橘樹官衙遺跡群
の整備、史跡めぐり活用事業の実施

社会教育関係団体等への支援・連携事業

・講座等の実施や市内の生涯学習に関する情報収集及び情報提供等

地域と学校の連携・協働

地域における教育活動等の推進事業

・地域教育会議の実施
・川崎市地域教育ネットワーク推進会議の開催
・川崎市子ども会議の開催

地域の寺子屋事業

・地域の寺子屋事業の実施
・寺子屋先生養成講座の開催
・地域の寺子屋推進フォーラムの開催

地域とともにある学校づくり推進事業

・学校運営協議会の実施
・コミュニティ・スクール連絡会の実施

学校施設有効活用事業

・予約システムやスマートロック等を活用した利便性の向上
・特別教室等の開放拡大に向けた調査や調整等

《参考：関連する主な事務事業》
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